
東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除

又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

等の一部を改正する省令案について 

令 和 ８ 年 ３ 月 

自治財政局財政課復興特別交付税室 

１.概要

 東日本大震災復興特別区域法等に基づき、地方税の課税免除又は不均一

課税に伴う減収補塡措置が行われる場合等を定める２省令について、適用

期限の延長等を行う。 

２.主な改正内容

（１）適用期限の延長

・令和８年３月 31日に適用期限を迎える２省令について、国税の特

例措置の延長等を踏まえて以下のとおり期限を延長等。

・東日本大震災復興特別区域法に基づく省令（所得税法等の一部を改正する法律の規

定に基づき、復興特区税制の廃止に伴う経過措置）：２年延長（令和 10年３月 31

日まで）

・福島復興再生特別措置法に基づく省令：３年延長（令和 11年３月 31日まで）

（２）その他所要の整備

・所得税法等の一部を改正する法律に基づき、題名の改正及び条文中

引用している条文の規定の条ずれ対応の整備。

３．施行期日 

令和８年４月１日 



復興特区法・福島特措法に基づく税制による減収補塡

○ 東日本大震災復興特別区域法及び福島復興再生特別措置法に基づく課税の特例（課税免除・不均一課税）に伴う地
方税の減収補塡について、国税に係る課税の特例の期限延長にあわせて、期限を延長する。

令和３年度～令和７年度まで

復興特区法 福島特措法

～R6：復興特交補填率10/10
～R7：復興特交補填率  9/10

復興特交補填率10/10 復興特交補填率10/10

※経過措置

やむを得ない事情により令和７年度末まで
に事業の用に供することができなかった機械
等について、特例を令和９年度末まで延長



○
総
務
省
令
第　
　
　

号 

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第　
　
　

号
）
附
則
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
四
十
三
条
及
び
福
島
復
興
再
生
特

別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
六
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域

法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月　

日 

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正 

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用

 

さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適

用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ



る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改　

正　

後

改　

正　

前

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が

特
別
区
域
法
第
四
十
三
条
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等

適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令

を
定
め
る
省
令

（
旧
復
興
特
区
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
一
条　

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第　
　
　

号
。
以
下
「
所
得
税
法
等
改
正

第
一
条　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
九
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十

定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
。
以
下
「
旧
復
興
特
区
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定

め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一　

事
業
税　

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る

一　

事
業
税　

法
第
四
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
（
以
下
「
認
定
日
」
と
い

復
興
推
進
計
画
の
認
定
の
日
（
以
下
「
認
定
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
（
所
得
税
法

う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律

等
改
正
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
又
は
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
同
法

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
五
第
一

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関

項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下

す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
旧
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
又
は
第
十

「
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
当
該
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は

七
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
）
ま
で
の
間
に
、
旧
震

法
人
で
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
で

災
特
例
法
第
十
条
第
一
項
、
第
十
条
の
五
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
五
第
一
項
の

あ
っ
て
認
定
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
定
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
対
象
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

に
限
る
。
以
下
「
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
等
の
所
在
す
る
道
県
が
、
当
該

者
（
当
該
事
業
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
で
旧
復
興
特
区
法
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
旧
復
興
特

対
象
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得

区
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
事
業
者
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
認
定
日
か
ら
令
和
八
年
三

又
は
収
入
金
額
（
当
該
道
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
当
該
指
定
事
業
者
と
し
て
指
定
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
指
定
事
業
者
」

該
対
象
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
次
条
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
等
の
所
在
す
る
道
県
が
、
当
該
対
象
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し

除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
（
当
該
道
県
に
お

い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
う
ち
当
該
対
象
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し

て
次
条
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
場
合

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ

 
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用

さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

 

改　

正　

後

改　

正　

前

  

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

 

第
一
条　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

第
一
条　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め

 

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

 

一　

事
業
税　

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
企
業
立
地
促
進
計
画
の
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に

一　

事
業
税　

法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
企
業
立
地
促
進
計
画
の
法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一

よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

 

日
ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成

ま
で
の
間
に
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

 

二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一

十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
震
災
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第

 

項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第
五
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備

五
欄
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の
第
一
号
の
第
五
欄
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の

  

（
以
下
「
企
業
立
地
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
法
第
二
十
条
第
三
項
の
認
定

第
一
号
の
第
五
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
企
業
立
地
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を

 

を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
企
業
立
地

新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
法
第
二
十
条
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
認
定
事
業

 

施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は

者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
企
業
立
地
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年

 

収
入
金
額
（
福
島
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税
の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う

又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
（
福
島
県
に
お
い
て
課
す
る
事
業
税

 

ち
当
該
企
業
立
地
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除

の
課
税
標
準
額
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
当
該
企
業
立
地
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て

 

又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場

 

合

 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

 

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

 

第
二
条　

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

第
二
条　

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に
応

 

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

 

一　

事
業
税　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
の

一　

事
業
税　

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
の

施
行
の
日
（
以
下
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
震
災

施
行
の
日
（
以
下
「
改
正
法
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
震
災
特

 

特
例
法
第
十
条
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
の

例
法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定

  

適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
復
興
再
生
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者

の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
復
興
再
生
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た

 

（
法
第
三
十
八
条
の
確
認
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
確
認
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福

者
（
法
第
三
十
八
条
の
確
認
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
確
認
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、

 

島
県
が
、
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
内
に
お
い
て
当
該
復
興
再
生
施
設
等

福
島
県
が
、
法
第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
避
難
解
除
区
域
等
内
に
お
い
て
当
該
復
興
再
生
施
設

 

を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金

等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入

 

額
の
う
ち
当
該
復
興
再
生
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課

金
額
の
う
ち
当
該
復
興
再
生
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て

 

税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

 

（
法
第
七
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
七
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

 

第
三
条　

法
第
七
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に

第
三
条　

法
第
七
十
五
条
の
五
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に

 

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

 

一　

事
業
税　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
特
定
事
業
活
動
振
興
計
画
の
法
第
七
十
四
条
第
三
項

一　

事
業
税　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
特
定
事
業
活
動
振
興
計
画
の
法
第
七
十
四
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
十
一
年
三

の
規
定
に
よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月

 

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
震
災
特
例
法
第
十
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
震
災
特
例
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
第
五
欄
、
第
十
七
条
の
二
の

 



の
二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
第
五
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
特
定
事
業
活
動

二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
第
五
欄
又
は
第
二
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の
第
二
号
の
第
五
欄
の
規
定

  

施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
法
第
七
十
五
条
の
二
の
指
定
を
受
け
た
者
に
限

の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
特
定
事
業
活
動
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設

 
る
。
以
下
「
対
象
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
特
定
事
業
活
動
施
設
等
を
事

し
た
者
（
法
第
七
十
五
条
の
二
の
指
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に

 

業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
の

つ
い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
特
定
事
業
活
動
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度

 

う
ち
当
該
特
定
事
業
活
動
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課

以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
特
定
事
業
活
動
施
設
等
に
係
る
も
の
と

 

税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い

 

る
場
合

 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

 

（
法
第
八
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
八
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

 

第
四
条　

法
第
八
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に

第
四
条　

法
第
八
十
五
条
の
八
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
の
区
分
に

 

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

 

一　

事
業
税　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
促
進
計
画
の
法
第
八
十
四

一　

事
業
税　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
提
出
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
促
進
計
画
の
法
第
八
十
四

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
提
出
の
あ
っ
た
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
出
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和

 

十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
震
災
特
例
法
第
十
条
第
一
項
、
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
第

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
震
災
特
例
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
第
五
欄
、
第
十
一
条

 

一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
第
五
欄
又
は
第
二
十
六
条
第

第
一
項
、
第
十
七
条
の
二
の
二
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
第
五
欄
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
の
二

  

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備
（
以
下
「
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設
等
」
と
い
う
。
）

の
二
第
一
項
の
表
の
第
三
号
の
第
五
欄
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
施
設
又
は
設
備

 

を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象

（
以
下
「
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設
等
」
と
い
う
。
）
を
新
設
し
、
又
は
増
設
し
た
者
（
法
第
八
十
五

 

新
産
業
創
出
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設
等

条
の
二
第
三
項
の
認
定
を
受
け
た
者
に
限
る
。
以
下
「
対
象
新
産
業
創
出
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

 

を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事
業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金

い
て
、
福
島
県
が
、
当
該
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設
等
を
事
業
の
用
に
供
し
た
日
の
属
す
る
年
又
は
事

 

額
の
う
ち
当
該
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設
等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業

業
年
度
以
後
の
各
年
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
又
は
収
入
金
額
の
う
ち
当
該
新
産
業
創
出
等
推
進
事
業
施
設

 

税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

等
に
係
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
額
に
対
し
て
課
す
る
事
業
税
に
つ
い
て
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
を
す

 

る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

 

［
二
・
三　

略
］

［
二
・
三　

同
上
］

 

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 



附　

則 

 
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ

 

る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
等
の
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は

不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
五
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、

又
は
増
設
さ
れ
る
施
設
又
は
設
備
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
施
設
又
は
設
備

 

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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